
答 申 第 ２７８  号 

平成２０年 ８月２１日 

 

千葉県知事 堂本 暁子  様 

 

 

                       千葉県情報公開審査会 

委員長 大田 洋介  

 

 

   異議申立てに対する決定について（答申） 

 平成１９年１２月５日付け健福第５２３９号による下記の諮問について、別紙のとお

り答申します。 

記 

 平成１９年５月２４日付けで異議申立人から提起された、平成１９年３月２６日付け

健福第７３２号の１で行った行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定につい

て 
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諮問第３６８号 

 

答  申  

 

第１ 審査会の結論 

千葉県知事（以下「実施機関」という。）は、平成１９年３月２６日付け健福第   

７３２号の１で行った行政文書不開示決定（以下「本件決定」という。）を取り消

すべきである。 

 

第２ 異議申立人の主張要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

異議申立ての趣旨は、本件決定の取消しを求めるというものである。 

２ 異議申立ての理由 

      異議申立ての理由は、おおむね次のとおりである。 

異議申立人は健康福祉部の幹部及び地域振興担当部長らの山武地域医療問題につ

いて、重大な県の意向を地元首長等関係者に伝えるために行われた旅行に係るもの

の内、当該旅行を必要とする文書の開示を求めたものである。重責ある幹部複数人

の行動の根拠となる文書が一切無いとは考えられず、異議申立人は当該文書が隠蔽

されていると判断する。 

 

第３ 実施機関の説明要旨 

実施機関の説明は、おおむね次のとおりである。 

１ 本件決定について 

開示請求に係る行政文書を保有していないため、行政文書の全部を開示しないこ

とを決定したものである。 

２ 異議申立人の主張について 

   異議申立人は、重責ある幹部複数人の行動の根拠となる文書が一切無いとは考え

られず、当該文書が隠蔽されていると判断する旨主張する。しかしながら、本件決

定に係る旅行は、県健康福祉部長と山武市長との率直な意見交換を行うための面談

として実施されたものであり、旅行の必要性を説明するような行政文書については、

作成又は取得しておらず、保有していないため不開示としたものである。異議申立

人は当該文書が隠蔽されていると主張するが、この主張には根拠がないものである。 

 

第４  審査会の判断 

当審査会は、異議申立人の主張及び実施機関の説明等をもとに審査した結果、以

下のように判断する。 

１ 本件請求及び本件異議申立てについて 

異議申立人は、平成１９年２月２２日付けで「２００７年１月２４日に○○○○
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地域振興担当部長、及び健康福祉部長以下数名の職員が、山武地域の医療問題にか

かわって当該地域自治体首長を含む職員と面談するために旅行したことに関する次

の情報（旅先で合流した場合も含む） 1.旅行を必要とすることを証明する起案書

を含む全ての情報」について行政文書開示請求（以下「本件請求」という。）を行っ

た。 

これに対し、実施機関が本件決定を行ったところ、平成１９年５月２４日付けで

異議申立てがされたものである。 

２ 本件請求に係る行政文書について 

  本件請求に対し、異議申立人は、重責ある幹部複数人の行動の根拠となる文書が

一切ないとは考えられないと主張しているので、以下に公務のための旅行について

確認の上、本件請求に係る行政文書の存否について検討する。 

(1) 当審査会が、本件請求に係る行政文書として特定すべき文書について、書面で

改めて確認を求めたところ、実施機関は旅行を必要とすることを証明する行政文

書とは、会議開催通知等の出席依頼文書と判断しており、これらの行政文書は不

存在である旨の回答を得た。 

(2) しかしながら、千葉県職員服務規程(平成１７年訓令第５号)第１５条第１項に

よれば、「職員は、公務のために旅行を命ぜられた場合には、庶務共通事務処理シ

ステムによりその命令に関する所要事項を入力し、当該命令を受領した旨の確認

を行わなければならない。」と規定されている。 

また、職員の旅費に関する条例（昭和２９年条例第７号）第４条第１項は、「旅

行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者の発する旅行

命令等によって行わなければならない。」と規定している。 

(3) これらの規定によれば、職員が公務の旅行をする際には、庶務共通事務処理シ

ステム（以下｢システム｣という。）に旅行命令に関する所要事項を入力しなければ

ならないことが認められる。 

そうすると、旅行の根拠となる情報としては、システムに入力された旅行命令

に関する所要事項が考えられる。 

(4) よって、旅行命令に関する情報を出力した用紙を特定の上で、開示決定等を行

うべきである。 

 ３ 異議申立人のその余の主張 

   その他、異議申立人は種々主張しているが、当審査会の判断に影響を及ぼすもの

ではない。 

 ４ 結 論 

以上のとおり、本件請求に係る行政文書は存在するものと認められるので、実施

機関が不存在を理由として行った本件決定は取り消すべきである。 

 

第５ 審査会の処理経過 

    当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 
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別紙 

審査会の処理経過 

年    月    日 処  理  内  容 

１９．１２． ５ 諮問書の受理 

２０． ２． ８ 実施機関の理由説明書の受理 

２０． ５．２７ 審議 

２０． ６．２４ 審議 

２０． ７．２９ 審議 

 

 

 

（参考） 

千葉県情報公開審査会第１部会 

氏  名 職   業   等 備  考 

大 田 洋 介 城西国際大学非常勤講師 部会長 

大 友 道 明 弁 護 士  

瀧 上 信 光 千葉商科大学政策情報学部長 部会長職務代理者 

横 山 清 美 環境パートナーシップちばアドバイザー  

 (五十音順：平成２０年７月２９日現在) 


